
 
                                                  

報道関係各位 

2017 年 3 月 13 日（月） 

一般社団法人終活コンシェルジュ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

高齢者の身元保証サービス 

「ささえ」提供開始しました 
－ 急速に進む高齢化において、預託金がない安心サービスを発表 － 

 

終活セミナー及び相談会の企画運営から、高齢者パネルへのマーケティング支援まで、高齢者事業を

幅広く手掛ける一般社団法人終活コンシェルジュ（所在地：東京都新宿区、代表理事：斉藤 進）では、

急増する高齢のおひとり様が安心して利用できる身元保証サービスを提供開始しました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■高齢者の身元保証とは 

病院や介護施設等の入院・入所にあたり、本人に代わって必要品を調達したり、また、緊急連絡先とし

て登録したり、施設入所中に病院に入院した時には入院手続きを行ったり、治療・手術方針について

確認をしたり、本人が死亡した際には身柄を引き取ったり、部屋の退去手続きをしたりする身元引受義

務と、入院費や施設利用料などについて本人に代わって支払いをする連帯保証義務を有するもので

す。 

 

■高齢者の身元保証・サービスにおける問題点 

「価格の高さ・不透明さ」 

「預託金のリスク・トラブル」 

があげられ、価格に対しては「パンフレットを取り寄せたもののよくわからない」「本当にその金額が妥

当かわからない」と言った声や、預託金に関しては昨年の日本ライフ協会のトラブルも相まって、内閣

府消費者委員会が消費者庁や厚生労働省に対し、預託金の保全措置や契約書のモデル策定といっ

た必要な措置を講じる方向にあるといいます。 

 

■高齢者の身元保証「ささえ」とは 

こうした高齢者の声と、高齢者サービスの問題を加味し、終活コンシェルジュでは 

「シンプルな料金体系」 

「預託金不要」 

とし、幅広い方に利用しやすい身元保証サービスをつくりました。 

料金はプランが様々あるような分かりにくさは避け、プランはひとつとし、病院や介護施設への入院・入



 
                                                  

居の際に、ご家族の代わりとなって「連帯保証人」や「身柄引受人」を法人として行います。 

入院・入所時の支援はもちろんのこと、施設利用料の不払い時の保証や万が一の身柄の引き取りま

で、家族のように対応致します。 

また、株式会社イントラストと保証契約を締結し、預託金をなくし料金と業務の透明性を図っております。

弊会では、生活保護の方々も受け付けていき、「利用したい人が利用できるサービス」を目指します。 

 

■終活コンシェルジュが本サービスを提供する背景 

私たち終活コンシェルジュは「4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者」と超高齢化社会の日本の中でも、１０

年先を行くと言われている、東京都板橋区高島平の高度経済成長期に建てられた「高島平団地」内に

「終活コンシェルジュ高島平なんでも相談室」を設け、日々高齢者と接しております。 

※活動日誌が読めるなんでも相談室ブログはこちら 

http://nandemocafe.blog.fc2.com/ 

その中で、数多くの単身高齢者、言わば「おひとり様」がいることを実感しました。 

また、急増する高齢化で深刻な問題として、「おひとり様」が増えているにもかかわらず、病院や介護施

設等に入院・入所する際に約 90%以上の施設で求められて（※1）いるものの、現在提供されている身

元保証サービスには「価格の高さ」や「預託金」という不透明さがあり、中には利用したくてもお金が無

いから利用できない方も少なくなく、本来利用したい方が利用できるサービスであるべきと考え、本サ

ービスを提供するに至りました。 

※1: 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート調べ（2013 年） 

 

■高齢者の身元保証サービス「ささえ」の概要について 

サービス名：シニアの身元保証「ささえ」 

内容：病院や介護施設への入院・入居の際に、ご家族の代わりとなって「連帯保証人」や「身柄引受人」

を法人として行います。 

料金：契約金 20 万円 保証料：初年度 2 万円 次年度以降 1 万 2 千円 管理費：月額 1 万円 

 

その他、 

【シニアの生活支援サービス「おとも」】 

用品の購入のお手伝い、お使い、外出等への同伴等 

【シニアの死後事務委任サービス「むかえ」】 

万が一お亡くなりにあった後のご葬儀及び喪主代行から、埋葬支援、遺品整理代行、役所等への各種

諸手続き 

 

も、提供しております。 

また、生活保護を受けられている方も受け入れし、必要な方が利用できる様に、料金も負担が少ない

よう下げて提供しております。 

http://nandemocafe.blog.fc2.com/


 
                                                  

※詳細につきましては、お電話にて資料請求頂ければと思います。 

 

尚、3 月に墨田区、5 月に新宿区で開催する介護事業者様向け無料セミナーでも本サービスと提供す

る背景にも触れますので、ご興味のある方はこちらもご参考頂ければと思います。 

 

■関連セミナー開催概要 

イベント名：利用者のトラブル・相談にどう取り組むか 

日時及び会場 

２０１７年３月２１日（火） 14～16 時 墨田区すみだ産業会館 9 階 会議室 4 

２０１７年５月 ９日（火） 14～16 時 新宿区産業会館：新宿 BIZ3 階 研修室 A 

※どちらの会場でも同内容になります。 

 

１部 １４：００～１４：５０    「介護職員のためのリスクマネジメント」 

講師 外岡 潤 氏（介護福祉系法律事務所 「おかげさま」 代表） 

  

2 部 １５：００～１５：３０   「高齢者の問題・相談事例発表」～外部事業者の活用方法～ 

講師 斉藤 進 氏（一般社団法人 終活コンシェルジュ 代表理事 司法書士） 

  

セミナー対象者 

居宅支援事業所のケアマネージャー・介護職員の方 

老人ホーム等のケアマネージャー・介護職員の方 

介護利用者について悩みのある方 

 

定員：各会場 50 名 

参加費：各会場無料 

お申し込み方法：先着申し込み順 下記にお電話下さい 

0120-108-251（平日 10～18時） 

 

■終活コンシェルジュの想い 

私たち終活コンシェルジュは、「4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者」と超高齢化社会の日本の中でも、１

０年先を行くと言われている東京都板橋区高島平の高度経済成長期に建てられた「高島平団地」内に

あるコミュニティーカフェ・高島平駅前内に「高島平なんでも相談室」を設け、日々高齢者と接しておりま

す。 

現在巷では「終活」の認知も進んでおりますが、終活を「人生の終末や死別後に備えた事前準備」とだ

けで捉えるのではなく、「介護や生活における身の回りの相談等、老後の生活に関する問題」から「老

後をより自分らしく、有意義に過ごす為の活動」まで解決することが本来の「終活」だと考えてられてお



 
                                                  

り、当団体では「生きているうちにどう関われるか」を主眼とし、現状の高齢者の動向を調査し、より良

い生活を送って頂けるような提案ができればと考えております。 

 

【一般社団法人 終活コンシェルジュについて】 

本部：〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-13-11-201 

高島平なんでも相談室：〒175-0082東京都板橋区高島平 2-32-1-102（コミュニティーカフェ・高島平駅

前内） 

代表者：代表理事 斉藤進 

設立：2012 年 10 月 31 日 

Tel：03-6276-8097 

Fax：03-6276-8125 

URL：http://www.shukatsu.or.jp/ 

事業内容：終活相談業務全般、終活全般のセミナー及び相談会の企画運営、高齢者パネルへのマー

ケティング支援 

 

 

 

 

 


